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Our professional school of education was established in 2008. Since then, ‘Teachers 

in Society’ has been one of the core curricula, and has aimed to improve teachers’ 

responsibility and morality in society. The purposes of this article are as follows: 

1. To state a brief summary of our classes. 2. To introduce specific ways to encourage 

teachers’ responsibility and morality. 3. To highlight our achievements and 

challenges. As a result, it can be said that the teachers and the postgraduates could 

exchange information with each other deeply. It helped develop their relationships 

much more and deepened their learning as well. In fact, they had high satisfaction 

levels as their average degree of satisfaction for this class measured 4.9 out of 5.0. 

 However, there are some areas which need to be improved. 1. The way we set the 

main theme of discussion throughout the classes is crucial. 2. We must reflect on how 

to improve postgraduates’ relatively passive stance in classes or discussions, since 

they do not have enough experiences in school. In order to resolve these problems, we 

need to consider the main theme of our discussion and find out more effective ways 

of communication between teachers and postgraduates.  
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１ はじめに 

教員の使命感や責任感，教育的愛情，教科や教

職に関する専門的知識，実践的指導力，総合的人

間力等については，中教審答申等で繰り返し提言

されてきた。特に，豊かな人間性や社会性，コミ

ュニケーション力等を含んだ「総合的な人間力」

については，「新しい時代の義務教育を創造する

（答申）2005年 10月 26日 中央教育審議会」よ

り提言され，その後の数回の答申及び，「これから

の学校教育を担う教員の資質・能力の向上につい

て（答申）2015年 12月 21日 中央教育審議会」

においても不易な資質能力として教員に求められ

ている。 

 

その上で，大きく変動する社会の中での教育の

在り方に関する理解や，多様化した保護者の関心

や要求に対応できる豊かな人間性とたくましさを

育むことが教員養成に関する課題でもあると指摘

している。さらに，本答申では「教員の資質能力

の高度化に関する改革の具体的な方向性」も示さ

れ，理論と実践の往還が行われる環境を整備する

こと等，拡充期を迎えた教職大学院への期待も大

きくなっている。 

山形大学大学院教育実践研究科（以下本科と略）

では，設立当初（2009 年）から，「理論と実践の

融合」を理念に，教員の在り方を見つめ高めるた



めの「社会と教員の在り方」の授業を実施し成果

をあげてきている。さらに，上述した課題に対応

しその目的を達成していくには，今，まさに教員

の使命感・倫理観が問われる現実的な事象を取り

上げ，主体的，対話的な学びを通して，一人一人

の院生が自分なりの倫理観を深めていく授業を創

造していく必要がある。本稿は，変化する社会に

対応した教員の使命感や倫理観を高める授業の具

体的な取り組みについて論述することを目的とし

ている。 

 

２ 開講の法的位置づけ並びに全国的な状況 

（１）本授業の概略  

本科の授業科目「社会と教員の在り方」

（Teachers in Society）は，文部科学省告示第

53号「専門職大学院設置基準第 5条第一項等の規

定に基づく専門職大学院に関し必要な事項」の第

8 条に規定された「学校教育と教員の在り方に関

する領域」に基づく１年生の共通必修科目（2 単

位）であり，「社会人としての教員の役割と倫理

を強く自覚したコミュニケーション力ある教員

を養成する」（シラバスより）ことをテーマとし

ている。これは，「道徳心や公共精神を重視する

教育基本法に即して，『人間力に満ちあふれ，山

形の未来をひらく人づくり』を具体的に実現でき

る教員を養成する」ことをねらいとする山形県第

６次教育振興計画の目標ともリンクする設定と

なっている。「『いのちの教育の創造』をテーマと

する具体的課題の講義と演習を通じて，現代社会

おける学校教育の役割を理解するとともに，教員

または社会人としての賢明な判断力，高い倫理観，

強い使命感，コミュニケーション力等の能力を向

上させることができる」ことを授業の到達目標と

定めこれまで授業を開講してきた。本論考では，

この到達目標に示された能力を，「教員の使命

感・倫理観」と位置づけ，この能力を育成すべき

具体的な授業内容について述べていく。 

今年度は，各学校現場で具体的かつ現実的な課

題となっている討議の柱を設け，現職院生とスト

レートマスターの学部卒院生の両者が相互に具

体的に話し合う授業科目と位置づけ，豊かな人間

性や社会性，コミュニケーション力，同僚とチー

ムで対応する力，地域や社会の多様な組織等と連

携・協働する力を付けるべく取り組んできた。 

（２）法令上の趣旨並びに先行研究等について 

本授業は，「教職大学院の教育課程」第 8条「教

職大学院は，専門職大学院設置基準第 29 条第１

項に規定する実習により行われる授業科目に加

え，次の各号に掲げる領域について授業科目を開

設するものとする。」（「専門職大学院設置基準最

終改訂（2008 年 11 月)）中，「一 教育課程の編

成及び実施に関する領域 二 教科等の実践的

な指導方法に関する領域 三 生徒指導及び教

育相談に関する領域 四 学級経営及び学校経

営に関する領域 五 学校教育と教員の在り方

に関する領域」の五に位置している（下線部筆者）。

具体的内容として，「学校と社会，教員の社会的

役割と社会的・職業的倫理，教員に必要なコミュ

ニケーション論（対子ども，保護者，同僚，学校

外（関係機関，広く社会）」が例示されている。

なお，この規定は「現在の社会における学校教育

の位置付けを理解し，教員としての役割や使命を

考える内容とする」（中央教育審議会答申「今後

の教員養成・免許制度の在り方について」2007年

8 月）という趣旨を受けての位置づけとなってい

る。同答申によれば，本領域は「学校教育におけ

る実践力・応用力など教職としての高度な専門性

の養成の観点，特に，地域において指導的な役割

を果たし得る教員として，学校及び学校教育が社

会の中でどのような位置にあり，どのような役割

を求められているのか，またそのような学校及び

学校教育の中で，指導的な役割を果たし得る教員

として求められている役割についての理解と，そ

れに必要な基本的資質能力を習得させるために

設定されたもの」とされている。つまり，「科目

設定に当たっては，『社会における学校教育の位

置づけ・意義』『学校の役割』『教員の役割・在り

方』を一連のものとして理解することができるよ

うに留意することが必要である。」という考えが

述べられているのである。1） 

文部科学省（以下，「文科省」と略）の「今後

の教職大学院におけるカリキュラムイメージに関

する調査研究」２）では「学校教育と教員の在り方

に関する領域」を「現代の社会における学校教育

の位置づけを理解し，教員の役割を考える内容を

扱う」こととし，「社会における学校教育の位置づ

けと役割，学校教育の抱える課題とその解決方策，

教員に必要なコミュニケーション論（対子ども，

保護者，同僚，学校外（関係機関，広く社会））」

を具体的内容例に挙げていることに留意する必要
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がある。この時点で，法規定に反映したと推測さ

れる「子ども・保護者・同僚・学校外」とのコミ

ュニケーションの必要性が明確に示されているか

らである。これらの状況を受け，本科では学校現

場の課題に資する具体的かつ実践的な討議の柱を

設定し運営に当たってきた。 

（３）全国的な授業内容の動向について 

2016年 4月現在，日本には 45の教職大学院が

設立されている。今回の研究対象領域を，各大学

院の HPから検索してみると，授業の開設状況と内

容は表１のとおりとなっている。（最終閲覧日

2017年 2月 14日） 

 詳細な分析は次稿に寄ることとし，まとめてみ

ると概ね本領域では，次のような授業内容が開設 

 

されているといえる。全国的には，開発的研究 

実践が散見される３）ものの，本領域に関する具 

体的な取組の報告は見られない。今後，様々な形で

表１ 全国教職大学院における「学校教育と社会の在り方」の具体的内容 



教育における理論と実践が「往還」されるために，

大学における，学校現場を考慮した教職大学院にお

ける授業の具体的実践と成果や課題等が蓄積され

ていくことを願うものであるが，本稿はその基礎的

調査並びに実践報告に位置づけるものである。4） 

 

３ 具体的授業内容の実際について 

（１）本授業の目標と年間計画について 

本授業では，学部卒院生と現職教員のそれぞれ

の目標を次のとおり設定している。 

【学部卒院生】 

教員かつ社会人として必要な判断力，倫理観，

使命感，コミュニケーション力等をロールプレ

ィング等を通して理解することができる。 

 

【現職院生】 

教員かつ社会人として必要な判断力，倫理観，

使命感，コミュニケーション力等について，学

校での実践の省察を元にしたロールプレィ等を

通して理解を深め，実態に即した説明をするこ

とができる。 

これは，教職大学院の設置の趣旨に基づき，学

部院生，現職院生のそれぞれに応じた力を身につ

けるために設定しているものである。教員かつ社

会人として必要な判断力，倫理観，使命感，コミ

ュニケーション力等を，ロールプレィという具体

的な学びを通して理解することを目標としている

学部卒院生の目標と比較して，現職院生のそれは，

理解するだけでなく，実態に応じた説明をするこ

とができるというやや高次の目標としている。ま

た，受講者主体の授業を目指していることから，

問題把握や解決法について，各人の積極的な発言

を心がけること，与えられたテーマに対して各グ

ループで十分な討議を行い，シナリオを描いてく

ること等を事前のオリエンテーション時に説明し

ている。下図は設立時からの討議の柱の一覧を示

したものである。いじめ，携帯電話，宗教心， 

表２ 本授業の討議テーマの年度別変遷 

生命倫理，情報化等，４つの柱を討議の中心に

据え，話し合い等を実施してきた。本年度は，近

年より学校現場で身近な課題となっている「体

罰・いじめ・保護者対応，情報等」の４分野に柱

を設定，授業を展開してきた。 

 

表３ 授業の年間計画について（配付資料） 

（※6/21～7/5 は教育実習期間のため，授業の振

り替えを実施している。） 

 

2017年度は，上記の計画を示して授業を実施し

てきた。中心的な授業のテーマに基づき，話し合

いを進め，グループによるロールプレイングを実

施する形態としてきた。それぞれの授業にあたり

次のような「話し合いのテーマ」を講義の際に示

すこととした。例えば「いじめ」をテーマにした

授業では，いじめ問題の説明を１コマ目の講義で

行い，学校において具体的に発生したいじめの問

題について経験を基に想起させ，自らの体験をグ

ループ内で話し合いを行っていく。学部卒院生の

場合は自らの子ども時代の経験から，現職院生の

場合は教育現場で起きたいじめ問題の実例が話題

となる。まず，学部卒院生と現職院生のペアによ

る話し合いを実施し（図１），問題点をそれぞれ

明らかにしたうえでグループ内での話し合いを

経て各グループの具体的なロールプレイングの

内容を決定していく。本年度，その他に，「体罰，

保護者トラブル，情報」を柱に自らを振り返り，

課題点を明確にし，全体で話し合う形式の学び 

の形態を取り入れてきた。 

回

1 4月11日 火 講義（問題点の説明）

2 4月18日 火 ワークショップ

3 4月25日 火 ロールプレイ

4 5月2日 火 講義（問題点の説明）

5 5月9日 火 ワークショップ

6 5月16日 火 ロールプレイ

7 5月23日 火 講義（問題点の説明）

8 5月30日 火 ワークショップ

9 6月6日 火 ロールプレイ

10 6月13日 火 社会と教員（総括①） 講義・演習

11 6月20日 火

12 6月27日 火

13 7月4日 火

14 7月11日 火 社会と教員（総括②） 講義・演習

15 7月18日 火 社会と教員（まとめ） まとめ（評価）

保護者と教員の倫理
（山内）

平成29年度　「社会と教員の在り方」授業計画

月日 授業内容

体罰と教員の倫理
（山内）

いじめ問題と教員の倫理
（中井）

グループディスカッション
（班毎実施）



山形大学大学院教育実践研究科年報第 9号(2018) 

図１ 現職院生･学部卒院生のペアの話し合い

の様子 

 

本授業では，表４に示している「話し合い」の

テーマが大きなポイントとなる。これまで本科設

置以来，いじめ，情報，生命倫理等の柱を設定し

てきた。2016年度からは特に，学校現場の現実的

かつ具体的な課題を柱に設定する必要があると判

断し，学校における「体罰」と「保護者」に関す

る問題を取り入れ，話し合いを進めた。特徴的だ

ったことは，学部卒院生の反応である。彼らには

保護者対応の経験がないので話し合いが深まるか

どうか案じていたが，思った以上に真剣に話し合

いに参加していた。また，授業後には，自らの不

安を現職院生に直接聞いてもらうことで不安が和

らいだ等の感想が多く出された。実際に，どのよ

うなトラブルが学校現場で起きているのか， 

表４ 今年度の「話し合い」のテーマ一覧 

教壇に立った時にどのような対応をすればい

いのか等について教壇に立つ前に話し合いを深め

ておくことは意味のあることであり，協同的な学

びの一つの姿であることが確認された。 

（２）本授業の具体的な流れについて 

次に具体的な授業の流れについて述べていく。

全 15 回を通し，授業を進める際には，概ね４回

の，現職院生と学部卒院生から組織されるグルー

プによる体験報告等のワークショップ，ディスカ

ッション，ロールプレイングを中心とした参加型

のアクティブ･ラーニングを実施している。実際

には現職院生 10 名，学部卒院生 10 名，計 20 名

の学校種を考慮した混成チームによる編成を行 

図２ 授業の流れのイメージ図 

 

い，１クールの学びを複数回行っていくこととな

る。話し合いを深めることで，①語る（自己開示），

聞く（傾聴），考える（深化統合）を繰り返すこ

とで自らの考えを内省する力を育むこと，②自ら

の生き方や実践を通した思いを語ることで自己

の内省を深めること，③自己開示と傾聴により，

仲間意識を育むこと，④自らの問いを創る力，分

析する力を付けることをねらいとしている。また，

学部卒，現職，学校種等，立場の違う院生が様々

な意見を聞き深めることで，コミュニケーション

力を身につけ，さらには教員としての使命感や倫

理観を育むことが出来るものと考えた。現職院生

は，これまでの自分の経験を振り返り自分自身の

価値観を内省するとともに，学部卒院生の不安，

疑問に答えられるよう十分なワークショップの

時間を保証することとしている。学部卒院生につ

いては，自らの知識として学んできた成果や価値

観をグループ内の構成員と話し合う協同的な学

びを通して，自らの学びを深めるように配慮して

いる。図２はこれまで述べてきた授業の流れを模

式的に示したものである。最初の講義により，課

題点を明確にし，班毎の話し合いを通して考えを

深め，整理し，一つの劇を創り上げる。この劇化

を通し，全体に問題点を投げかけ，深める形式と

なっている。全授業を通し，内省を深め，自らの

立つ位置を確認していく。なお，今年度の討議の

柱の一つである「体罰と教員」に係る授業構成は



次の通りとなっている。 

 

①体罰に関する講義（講義形式）･･･体罰の問題

についての説明 

②体罰についての話し合い（グループディスカ

ッション形式）･･･話い合い，考察 

③体罰問題についての再現と省察（ロールプレ

イング）･･･質疑，全体交流，感想等 

   最初の講義により，法規定並びに運用について

の説明，裁判事例，論争点等を学んだうえで，自

分の指導観を振り返る。表５は文科省が提示して

いる「学校教育法第１１条に規定する児童生徒の

懲戒・体罰等に関する参考事例」（2013年 3月 13

日）をもとに今回作成した授業用シートであるが， 

 

表５ 講義用資料 

これにより，院生各人が，体罰に関する指導観・

教育営為を振り返る。自分の指導観・教育営為を

もう一度，法規定や法解釈と照らし合わせ振り返

りを実施することにより，個人の中で「理論」 

と「実践」が「往還」され，個人の中で「融合」

されると考える。 

 

図３ 本授業における理論と実践の往還・融合 

 

表６ 授業用配付資料（院生作成） 

 

表６は，実際にあるグループが授業で使用した

配布資料である。具体的な学校での教員の孤立感

をモチーフしたロールプレイングの設定となって

おり，考えられる対処法として，  

・教員として･･･問題を自分一人で抱え込まず，

同僚に相談すること 

・同僚として･･･大変な子どもたちであることを

理解して同僚として声をかけ

ること 

・管理職として･･･本人を必要以上に責めないこ

と，早め早めに声をかけること 

等が授業の中で挙げられた。体罰に関しては，教

員のストレスが増長される等の条件が揃ってし

まえば，誰にでも起きうる可能性があること，組

織として対応する重要性などを学ぶ事が出来た。

受講者の一人は次のような感想を記している。

「自分のストレスがどれ位溜まっているのか，自

分で認識すること，限界まで溜めずに解消できる

方法を見つけておかないといけない。上下関係が

ある社会では，特に注意をしてくれることは希で

ある。だからこそ，自分を客観視する視点，ゆと

り，そして素直にアドバイスしてくれる同僚や友

人達を大事にする日々が必要だと考える。」自分

自身を客観視出来る教員，俯瞰できる教員等，今

求められている教員の役割の一旦を理解した事
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がこの感想から伝わってくる。 

（３）院生の変容について 

 学部卒院生，現職院生等，様々な経歴を持つ者

が集まり刺激を受けながら協同的な学びの構築  

を図ることをねらい，授業を開催してきた。本授

業では「具体的課題の講義と演習を通じて，現代

社会における学校教育の役割を理解するととも

に，教員または社会人としての賢明な判断力，高

い倫理観，強い使命感，コミュニケーション能力

等を向上させることができる」ことが到達目標で

ある。以下，３つの事例から院生の変容について

考察を加えてみたい。 

（ⅰ）保護者との繋がりに不安を感じていた学部

卒院生 Aさんの事例 

学部卒院生の A さんは，まだ学校に勤務したこ

とがないため，保護者は何を考え，担任に何を求

めてくるのかがわからず不安だった。また，学部

の授業では，保護者対応に関する授業がなく，自

分が実際に学校現場に赴任したらどのようにして

保護者と繋がることが出来るのか不安だったとい

う。現職院生とじっくり話しをしたり，グループ

による話し合いを行うことにより，学校現場の直

の話しが話題となり，「失敗談や成功事例を聞いた

りすることで，情報共有や同僚に相談する大切さ，

落ち着いて余裕を持って対応する大切さを各班の

ロールプレイングから学ぶ事が出来た。」と感想を

寄せている。学部卒院生が現場の状況を理解し刺

激を受けている点が確認出来る。 

（ⅱ）これまでの指導に自信が十分持てなかった

現職院生の Bさんの事例 

教員の体罰がマスコミや新聞に大きく報じ

られる今，現職院生の Bさんは，授業前「指導

が萎縮してしまい，生徒を叱る行為すらもどこか

悪いこと，後ろめたいと感じる自分がいた」とい

う。自らの実践を「生徒に対し腰の引けた保身的

な指導だった。」と内省した。実際の学校教育現

場では，自らの実践を振り返る機会はそう多くは

ない。「生徒と向き合う際には，自分の価値観だ

けで判断しないこと，私の考えを積極的に自己開

示して共に考えることが組織として重要である

ことを認識した。」と，ロールプレイング後の感

想を記している。また，「経験と勘に寄る所が多

い日々を省察する機会を得られた意味が大きか

った」と感想を述べている。教員としての判断力

やコミュニケーション能力の一層の向上の必要

性を感じ取ることが出来た。 

（ⅲ）教員それぞれの指導観の違いがあることを

感じていた現職院生の Cさんの事例 

現職院生のＣさんは，グループ毎の話し合い後，

人により，いじめへの考え方や対応の方策，体罰

についての理解や認識等，指導観や考え方が大き

く異なることを改めて感じたという。そこで，今

後，具体的な対応にあたっては，職員全体で情報 

 

を交換しながらチームで指導していく必要性を強

く感じたと述べている。（ロールプレイング後の感

想）いじめへの対応や保護者対応等，各学校にお

いて，具体的な対応にあたっては，教員の判断力

や倫理観の醸成を図るために，省察する中で相互

に関連し合いながら自分の価値観に触れ，自らを

俯瞰できる見方を養う話し合いを一層充実し，各

教員間の指導のズレを小さくしていく必要がある。

C さんは，「学校現場では教職員全体でチームとし

て取り組む必要性について，授業を通して具体的

に学ぶことが出来た」と記した。 

 

図４ 授業風景②（グループ討議） 
（本稿中の記載内容と直接の関係はありません） 

図５ 授業風景③（全体の話し合い） 
（本稿中の記載内容と直接の関係はありません） 



 

４ 成果と課題 

最後に，本研究の成果と課題についてそれぞれ 

３点ずつ記す。 

（１）成果 

① 現職教員は，自分の考えを振り返り内省する

事ができ，また学部卒院生の若い感覚と考えを学

ぶことが出来た。一方，学部卒院生はこれまで知

り得なかった学校現場の声や課題を直に体験す

ることが出来た。（以上は授業終了後の院生アン

ケートより）互いが，それぞれの立場をもとに協

同的に学ぶ意義を確認する事が出来た。これは，

本科の特色である現職院生と学部卒院生の協同

的な学びの成果ともいえる。 

② 学校現場で経験を積んできた現職教員と学部

卒院生が，入学後まもなくチームを組んでロール

プレイングに取り組む授業構成により，各人の学

び・相互の関係を深めることが出来た。（平成 28

年度 全授業終了時の授業評価の「授業満足度」

の平均＝4.90 ５段階調査。）2016.7.26 実施。

N=21なお本授業は，これまでの年度も授業参加者

の満足度の非常に高い科目であったことを付記

しておきたい。） 

③ 受講者全員が授業の到達目標をクリア出来た

（３回の授業後のレポートにより判定）。日常か

ら教員が自分自身の倫理観を高めるために，自己

開示・内省・常に学び続ける事・俯瞰する眼を持

つ事の大切さを学ぶ事が出来た。（記述式の評価

テストの記載から） 

（２）課題 

① より効果的な全体講義資料の作成と，学部卒

院生への配慮を行うこと。グループワーク時には

現職院生が多く語ってしまう傾向があるので，状

況を総合的に判断しながら必要に応じ授業者が

入る等の工夫を行うこと。 

② 個の倫理観のより一層の効果的振り返り・授

業方法を模索すること。例えば具体的な実施形態

を考える際，班のチームは 3回とも構成員を代え

たいという感想も見られた（5 名より。その他，

現職院生のみの話し合う機会の設定希望も挙げ

られた。） 

③ より一層の「倫理観・使命感」の向上を図る

ために「理論と実践の往還・融合」に向けた授業

改善を一層推し進めること。また，国が求める「新

たな課題に対応できる力」を身に付ける授業の創

造を考究していくこと（例えば教員のメンタルヘ

ルスへの具体的対応や働き方改革等）。 

 

注 

1)「中央教育審議会答申」（2006.7.11）pp.119-120

より引用。 

2)「先導的大学改革推進委託事業」兵庫教育大学

(2014) による。 

3) 例えば「新たな修士レベルの教員養成カリキュ

ラム開発にむけた取組み－理論と実践の関係

性を編み直すために－」兵庫教育大学 國崎大

恩他(2014) 日本教育大学協会年報第 32集

pp.83-93)，「教職大学院におけるキャリア教育

のモデル構想と授業実践－初等・中等・高等教

育の接続・展開を視野に入れて－」日本教育大

学協会年報(2015)第 33集等が参考になる。 

4) 教員養成における「倫理」についての先行研究

では，大阪教育大学の倉本香他「教職の専門性

と倫理学」が興味深い。教員養成において倫理

学をどのように生かすことができるかという

問いのもと，「自己省察力あるいは反省的実践

の能力の必要性」を大学での授業実践の取組か

ら検証している。倉本香，蓮尾浩之，岡村優生

「教職の専門性と倫理学」大阪教育大学紀要

(2013)第Ⅳ部門 第 61巻 第 2号 pp.77-96 
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